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共同養育計画書  

 
横浜 太郎（以下、父）と横浜 花子（以下、母）は、離婚後も桜、湊、葵（以下、子）

に愛情を持って接することを目的とし、以下の条件で共同養育することに合意する。 

なお、子どもの成⾧にともない、適宜見直しができるものとする。 

 

１ 親権・監護者 

 第一子 第二子 第三子 

ふりがな 桜 湊 葵 

子の名前 さくら みなと あおい 

生年月日 2018 年 3 月 15 日 2020 年 4 月 27 日 2022 年 10 月 8 日 

性別 女 男 女 

親権者 共同 共同 共同 

監護者 母 父 定めない 

基本となる住まいの

同居親 

母 父 母 

備考    

 

２ 基本合意 

１．父母は子の利益のために、互いに人格を尊重し協力する 

２．子の前で他方の悪口を言う等、子の心に負担となることはおこなわない 

３．日常の行為はその時の監護者が決めるものとする 

４．親が転居する場合は 2 か月前に相手方に連絡をする 

５．親が連絡先を変更する場合はすみやかに相手方に通知する 

  父の連絡先：090-××××-〇〇〇〇、mail@zzz.co.jp 

  母の連絡先：080-××××-〇〇〇〇、mail@abc.com 

６．その他 

・子どもに怪我や急病（37.8 度以上の発熱含む）があった場合は、すみやかに相手親に

連絡し、かかりつけ医(〇〇クリニック)または休日夜間急病診療所を、そのときの監護

者が受診する 

・湊について、発熱がなくとも喘息の兆候があった場合は、相手親に連絡をする 

・学校や園の年間行事予定は双方開示する 

・親子交流については３年に１度見直しを行う 

・葵の監護者については、2027 年を目途に決定する 
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３ 各種合意 

１．子どもの転居 □合意を要する 

☑相談をするが最終決定は監護者 

□父・母・同居親が決定する 

２．教育に関する大きな決定 ☑合意を要する 

□相談をするが最終決定は父・母・同居親 

□父・母・同居親が決定する 

３．医療に関する大きな決定 ☑合意を要する 

□相談をするが最終決定は父・母・同居親 

□父・母・同居親が決定する 

４．法律行為（財産管理・契約・訴訟な

ど） 
☑合意を要する 

□相談をするが最終決定は父・母・同居親 

□父・母・同居親が決定する 

５．アルバイト・就労 □合意を要する 

☑相談をするが最終決定は父・母・同居親 

□父・母・同居親が決定する 

６．養子縁組 □合意を要する 

☑相談をするが最終決定は監護者 

□父・母・同居親が決定する 

７．特別出費 □合意を要する 

☑相談をする 

□支払わない 

 

４ 養育費 

 第一子 第二子 第三子 

支払う人 父 母 なし 

月額 〇〇円 〇〇円 円 

支払日 毎月末日まで 毎月末日まで 毎月   日まで 

開始日 2024 年 10 月 31 日 2024 年 10 月 31 日 年  月  日 

終了時 ア）満 22 歳 

□誕生月まで 

☑誕生月に達した後

の 3 月まで 

ア）満 22 歳 

□誕生月まで 

☑誕生月に達した後

の 3 月まで 

ア）満    歳 

□誕生月まで 

□誕生月に達した後

の 3 月まで 

 イ）高校・専門学

校・短大・大学・大

学院 の卒業まで 

イ）高校・専門学

校・短大・大学・大

学院 の卒業まで 

イ）高校・専門学

校・短大・大学・大

学院 の卒業まで 
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 ウ）その他 

（       ） 

ウ）その他 

（       ） 

ウ）その他 

（       ） 

備考 2028 年頃までに歯

科矯正費用について

相談する  

 監護者が決定したと

きに協議を行う 

５ 支払方法 

 第一子 第二子 第三子 

銀行振込 ☑ ☑ なし 

現金 □ □ □ 

その他 □（      ） □（      ） □（      ） 

振込手数料 父 母 なし 

銀行振込口座 

 

銀行：●●銀行 

支店：●●支店 

種別：普通 

口座番号：●●●● 

名義：横浜 桜 

銀行：●●銀行 

支店：●●支店 

種別：普通 

口座番号：●●●● 

名義：横浜 湊 

銀行：●●銀行 

支店：●●支店 

種別：普通 

口座番号：●●●● 

名義：横浜 葵 

備考    

 

６ 親子交流 

基本事項 備考 

頻度 ☑毎月 2 回 

□都度協議 

□その他 

1 回は、第一子と父・第二

子、1 回は第二子と母・第

一子間の交流とする 

子の体調不良の場合は、代

替日を設けない 

時間 ☑土曜夜～日曜昼  

方法 相手自宅に監護親が同行し

て連れて行く方法とする 

 

特別な事項 

⾧期休暇の連泊 ☑夏季休暇は双方１週間 

☑冬期春季は双方 3 日間 

子の予定や意向を優先する 

旅行 ☑都度協議 

□ 

□ 

 

習い事送迎 ☑第一子の習い事の送迎

(火・木)は原則父が行う 
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2024 年 10 月 1 日 

 

（父）   

住 所  神奈川県横浜市〇区〇町×-× 

氏 名  横浜 太郎                            

 

 

（母） 

住 所  神奈川県横浜市〇区〇町×-× 

氏 名  横浜 花子           

 

 

 


